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高度専門職や継続雇用の高齢者に関する 
無期転換ルールの特例が施行
――�「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に�

関する特別措置法」の概要と留意事項
　
「
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労

働
者
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
が
、
四
月

一
日
よ
り
施
行
さ
れ
た
。
同
法
は
、
高
度
専

門
職
や
定
年
後
、
継
続
雇
用
さ
れ
る
有
期
雇

用
労
働
者
に
つ
い
て
、
そ
の
特
性
に
応
じ
た

雇
用
管
理
に
係
る
特
別
措
置
が
講
じ
ら
れ
る

場
合
に
、
改
正
労
働
契
約
法
の
無
期
転
換

ル
ー
ル
に
伴
う
申
込
権
発
生
ま
で
の
期
間
の

特
例
を
適
用
す
る
も
の
。
本
稿
で
は
、
制
度

の
概
要
や
認
定
申
請
に
関
す
る
手
続
き
、
特

例
の
適
用
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
事

項
等
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　

な
お
、
無
期
転
換
ル
ー
ル
の
特
例
と
し
て

は
、
研
究
開
発
能
力
の
強
化
や
教
育
研
究
の

活
性
化
等
の
観
点
か
ら
、
大
学
等
お
よ
び
研

究
開
発
法
人
の
研
究
者
、
教
員
等
に
係
る
特

例
も
設
け
ら
れ
て
い
る
（「
研
究
開
発
シ
ス

テ
ム
の
改
革
の
推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能

力
の
強
化
及
び
研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進

等
に
関
す
る
法
律
及
び
大
学
の
教
員
等
の
任

期
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
」）。
こ
の
特
例
に
つ
い
て
も
、
併
せ
て
紹

介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

特
例
の
制
定
経
緯

　

有
期
労
働
契
約
の
濫
用
的
な
利
用
を
抑
制

し
、
雇
用
の
安
定
化
を
図
る
た
め
、
平
成
二

四
年
八
月
に
改
正
さ
れ
た
労
働
契
約
法
で

「
無
期
転
換
ル
ー
ル
」
が
新
設
さ
れ
た
（
第

一
八
条
第
一
項
）。
平
成
二
五
年
四
月
一
日

（
本
格
施
行
）
以
後
に
開
始
す
る
（
更
新
を

含
む
）
有
期
労
働
契
約
を
対
象
に
、
同
一
使

用
者
と
の
間
で
通
算
五
年
を
超
え
て
繰
り
返

し
更
新
さ
れ
た
場
合
に
、
労
働
者
の
申
込
み

に
基
づ
い
て
無
期
労
働
契
約
に
転
換
さ
せ
る

と
い
う
ル
ー
ル
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
な
か
、
平
成
二
五
年
一
〇
月
に

は
「
国
家
戦
略
特
区
に
お
け
る
規
制
改
革
事

項
等
の
検
討
方
針
」（
日
本
経
済
再
生
本
部
・

決
定
）
の
中
で
、
新
規
開
業
直
後
の
企
業
や

グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
等
が
優
秀
な
人
材
を
確
保

し
、
従
業
員
が
意
欲
と
能
力
を
発
揮
で
き
る

よ
う
、「
重
要
か
つ
時
限
的
な
事
業
に
従
事
し

て
い
る
有
期
労
働
者
で
『
高
度
な
専
門
的
知

識
等
を
有
し
』『
比
較
的
高
収
入
を
得
て
い
る

者
』
な
ど
を
対
象
に
、
無
期
転
換
申
込
権
発

生
ま
で
の
期
間
の
あ
り
方
、
そ
の
際
に
必
要

な
措
置
等
に
つ
い
て
、
全
国
規
模
の
規
制
改

革
と
し
て
早
急
に
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果

を
踏
ま
え
平
成
二
六
年
の
通
常
国
会
に
所
要

の
法
案
を
提
出
す
る
」
旨
が
規
定
さ
れ
た
。

こ
れ
に
伴
い
、「
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
案
」

が
国
会
に
提
出
さ
れ
、
一
二
月
七
日
に
成
立

し
た
（
一
三
日
か
ら
施
行
）。

　

そ
の
附
則
第
二
条
（
右
の
内
容
の
規
定
）

を
受
け
て
、
一
二
月
か
ら
翌
年
二
月
ま
で
、

労
働
政
策
審
議
会
に
設
置
さ
れ
た
有
期
雇
用

特
別
部
会
で
検
討
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
際
、

使
用
者
側
委
員
か
ら
定
年
後
、
引
き
続
い
て

雇
用
さ
れ
る
高
齢
者
に
つ
い
て
も
議
論
す
る

よ
う
要
望
が
あ
っ
た
。
検
討
の
結
果
、
二
月

に
法
律
案
要
綱
が
諮
問
・
答
申
さ
れ
、「
専
門

的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働
者
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法
案
」
が
国
会
に
提
出
さ

れ
た
。
同
法
案
は
、
臨
時
国
会
へ
の
持
越
し

を
経
て
一
一
月
二
一
日
に
成
立
し
、
関
係
省

令
案
・
告
示
案
要
綱
等
の
諮
問
・
答
申
を
経

て
、
平
成
二
七
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ

る
運
び
と
な
っ
た
。

　

一
方
、
国
家
戦
略
特
区
の
議
論
に
併
行
し

て
議
員
立
法
が
ま
と
め
ら
れ
、
平
成
二
五
年

一
一
月
に
「
研
究
開
発
シ
ス
テ
ム
の
改
革
の

推
進
等
に
よ
る
研
究
開
発
能
力
の
強
化
及
び

研
究
開
発
等
の
効
率
的
推
進
等
に
関
す
る
法

律
及
び
大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
国
会
に

提
出
さ
れ
た
。
同
法
案
は
、
研
究
開
発
能
力

の
強
化
や
教
育
研
究
の
活
性
化
等
の
観
点
か

ら
、
大
学
等
や
研
究
開
発
法
人
の
研
究
者
、

教
員
等
に
無
期
転
換
ル
ー
ル
の
特
例
を
適
用

す
る
も
の
で
、
一
二
月
五
日
に
成
立
し
、
昨

年
（
平
成
二
六
年
）
四
月
一
日
よ
り
施
行
さ

れ
た
。

　

以
下
、「
有
期
雇
用
特
別
措
置
法
」
に
よ
る

特
例
と
、「
研
究
開
発
力
強
化
法
」
に
よ
る
特

例
に
分
け
て
み
て
い
く
。

有
期
雇
用
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
例

　
「
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労

働
者
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
基
づ
く

特
例
は
、「
五
年
を
超
え
る
一
定
の
期
間
内
に

完
了
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
業
務
」

（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
に
就
く
、
高
度
な
専
門

的
知
識
等
を
持
つ
有
期
雇
用
労
働
者
を
対
象

に
、
一
〇
年
を
上
限
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

終
了
ま
で
の
期
間
、
無
期
転
換
申
込
権
が
発

生
し
な
い
こ
と
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
様

に
、
定
年
後
に
有
期
契
約
で
継
続
雇
用
さ
れ

る
高
齢
者
に
つ
い
て
は
、
定
年
後
引
き
続
い

て
雇
用
さ
れ
る
期
間
、
無
期
転
換
申
込
権
が

発
生
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

高
度
専
門
職
に
つ
い
て
は
「
労
働
者
が
自

ら
の
能
力
の
維
持
向
上
を
図
る
機
会
の
付
与

等
」、
定
年
後
、
継
続
雇
用
さ
れ
る
高
齢
者

に
つ
い
て
は
「
労
働
者
に
対
す
る
配
置
、
職

務
及
び
職
場
環
境
に
関
す
る
配
慮
等
」
の
適

切
な
雇
用
管
理
を
行
う
こ
と
な
ど
が
要
件
で

あ
り
、
こ
れ
ら
の
措
置
等
に
関
す
る
「
計
画

申
請
書
」
を
作
成
し
、
本
社
・
本
店
を
管
轄

す
る
都
道
府
県
労
働
局
に
提
出
す
る
必
要
が

あ
る
。
都
道
府
県
労
働
局
は
、
申
請
さ
れ
た

計
画
が
適
切
で
あ
れ
ば
認
定
（
認
定
通
知
書

の
交
付
）
を
行
い
、
実
際
に
特
例
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
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な
お
、
計
画
は
事
業
場
ご
と
に
作
成
す
る

必
要
は
な
く
、
本
社
・
本
店
で
一
括
し
て
作

成
す
れ
ば
良
い
。
た
だ
し
、
高
度
専
門
職
の

有
期
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
、
複
数
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
で
特
例
を
希
望
す
る
場
合
は
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位
で
の
認
定
申
請
が
必
要
に

な
る
。

　

ま
た
、
高
度
専
門
職
に
つ
い
て
は
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
開
始
後
に
認
定
を
受
け
た
場
合
、

定
年
後
、
継
続
雇
用
さ
れ
る
高
齢
者
に
つ
い

て
は
既
に
定
年
を
迎
え
て
い
る
者
を
雇
用
す

る
場
合
で
も
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
開
始
前
や

定
年
後
、
継
続
雇
用
前
に
認
定
を
受
け
た
場

合
と
同
様
、
特
例
の
効
果
（
認
定
以
前
の
一

定
期
間
に
つ
い
て
も
特
例
の
対
象
に
な
る
）

が
発
生
す
る
（
た
だ
し
、
当
該
労
働
者
が
既

に
無
期
転
換
申
込
権
を
行
使
し
て
い
る
場
合

は
除
く
）。

高
度
専
門
職
の
有
期
の
特
例

（
対
象
範
囲
）

　

特
例
の
対
象
と
な
る
高
度
専
門
職
の
有
期

雇
用
労
働
者
は
、
以
下
の
要
件
を
満
た
す
必

要
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
事
業
主
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
有

期
労
働
契
約
で
、
契
約
期
間
中
に
そ
の
事
業

主
か
ら
支
払
わ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
賃
金
額

を
一
年
間
当
た
り
に
換
算
し
た
額
が
、
一
〇

七
五
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

な
お
、「
支
払
わ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
賃
金

額
」
に
は
、
名
称
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、

あ
ら
か
じ
め
具
体
的
な
額
を
も
っ
て
約
束
さ

れ
、
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
確
実
に
見
込
ま
れ

る
賃
金
は
す
べ
て
含
ま
れ
る
。
一
方
、
所
定

外
労
働
に
対
す
る
手
当
や
、
労
働
者
の
勤
務

成
績
等
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
る
賞
与
（
最
低

補
償
額
を
除
く
）、
業
績
給
等
は
含
ま
れ
な

い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
高
度
専
門
職
と
し
て
は
、
①
博
士

の
学
位
を
有
す
る
者
、
②
公
認
会
計
士
、
医

師
、
歯
科
医
師
、
獣
医
師
、
弁
護
士
、
一
級

建
築
士
、
税
理
士
、
薬
剤
師
、
社
会
保
険
労

務
士
、
不
動
産
鑑
定
士
、
技
術
士
ま
た
は
弁

理
士
、
③
Ｉ
Ｔ
ス
ト
ラ
テ
ジ
ス
ト
、
シ
ス
テ

ム
ア
ナ
リ
ス
ト
、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
の
資
格

試
験
に
合
格
し
て
い
る
者
、
④
特
許
発
明
の

発
明
者
、
登
録
意
匠
の
創
作
者
、
登
録
品
種

の
育
成
者
、
⑤
大
学
卒
で
五
年
、
短
大
・
高

専
卒
で
六
年
、
高
卒
で
七
年
以
上
の
実
務
経

験
を
有
す
る
農
林
水
産
業
・
鉱
工
業
・
機
械
・

電
気
・
建
築
・
土
木
の
技
術
者
、
シ
ス
テ
ム

エ
ン
ジ
ニ
ア
ま
た
は
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
⑥
シ
ス

テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し
て
の
実
務
経
験
五
年

以
上
を
有
す
る
シ
ス
テ
ム
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、

⑦
国
等
に
よ
っ
て
知
識
等
が
優
れ
た
も
の
で

あ
る
と
認
定
さ
れ
、
①
～
⑥
ま
で
に
掲
げ
る

者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
労
働
基
準
局
長
が

認
め
る
者
―
―
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
必

要
が
あ
る
。

　

そ
う
し
た
要
件
を
満
た
す
高
度
専
門
職
の

有
期
雇
用
労
働
者
を
、
五
年
を
超
え
る
一
定

の
期
間
内
に
完
了
す
る
業
務
（「
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
」）
に
従
事
さ
せ
る
場
合
、
事
業
主
が

適
切
な
雇
用
管
理
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し

て
認
定
を
受
け
れ
ば
、
無
期
転
換
申
込
権
は

一
〇
年
を
上
限
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の

従
事
期
間
、
発
生
し
な
い
こ
と
に
な
る
（
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
終
了
後
、
引
き
続
き
有
期
労

働
契
約
を
更
新
す
る
場
合
は
通
常
の
無
期
転

換
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
、
無
期
転
換
申
込
権

が
発
生
す
る
）。

（
特
例
期
間
の
考
え
方
）

　

な
お
、
特
例
が
適
用
さ
れ
る
期
間
に
つ
い

て
は
、少
し
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
図
参
照
）。

た
と
え
ば
、
従
前
か
ら
雇
用
（
最
初
の
契
約

開
始
時
点
か
ら
三
年
を
経
過
）
し
て
き
た
高

度
専
門
職
の
有
期
を
、（
四
年
目
か
ら
）
新
た

に
七
年
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
従
事
さ
せ
る
場

合
（
ケ
ー
ス
１
）。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
従
事

す
る
七
年
間
、
無
期
転
換
申
込
権
が
発
生
し

な
い
わ
け
で
は
な
く
、最
初
の
契
約
開
始（
雇

入
れ
）
時
点
に
遡
っ
て
か
ら
の
七
年
間
を
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

同
様
に
、
た
と
え
ば
六
年
に
お
よ
ん
だ
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
完
了
後
、
引
き
続
き
別
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
七
年
）
に
従
事
さ
せ
る
場
合

（
ケ
ー
ス
２
）。
特
例
の
適
用
に
次
ぐ
特
例
で
、

無
期
転
換
申
込
権
が
一
〇
年
を
上
限
と
し
て

発
生
し
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
雇
入
れ
か
ら

七
年
を
超
え
た
時
点
で
発
生
す
る
こ
と
に
な

る
。
要
は
、
無
期
転
換
ル
ー
ル
（
当
初
の
労

働
契
約
か
ら
の
通
算
期
間
が
五
年
を
超
え
た

場
合
に
、無
期
転
換
申
込
権
が
発
生
）
の
「
五

年
」
を
、
特
例
で
は
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
開

始
日
か
ら
完
了
日
ま
で
の
期
間
」
に
単
純
に

読
み
替
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

な
お
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
従
事
し
な
く

な
っ
た
場
合
や
、
年
収
要
件
（
一
〇
七
五
万

円
）
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
、
計
画
の

認
定
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
は
そ
の
時
点
で
、

通
算
期
間
が
五
年
を
超
え
て
い
れ
ば
無
期
転

換
申
込
権
が
発
生
す
る
。
だ
か
ら
、
た
と
え

ば
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
七
年
）
の
開
始
か
ら
三

年
を
経
過
し
た
途
中
時
点
で
従
事
者
を
雇
入

れ
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
完
了
後
も
引
き
続
き
雇

用
す
る
場
合
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
予
定
通

り
完
了
し
、
当
初
の
労
働
契
約
か
ら
の
通
算

期
間
が
五
年
を
超
え
た
時
点
で
、
無
期
転
換

申
込
権
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
（
ケ
ー
ス

４
）。

（
適
切
な
雇
用
管
理
措
置
）

　

有
期
雇
用
特
別
措
置
法
に
よ
る
無
期
転
換

ル
ー
ル
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
に
は
、
事

業
主
が
雇
用
管
理
措
置
の
計
画
を
作
成
し
た

う
え
で
、
都
道
府
県
労
働
局
長
の
認
定
を
受

け
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
高
度
専
門
職

の
有
期
雇
用
労
働
者
の
特
性
に
応
じ
た
雇
用

管
理
措
置
と
し
て
は
、
①
教
育
訓
練
に
係
る

休
暇
の
付
与
、
②
教
育
訓
練
に
係
る
時
間
確

保
の
た
め
の
措
置
（
例
え
ば
勤
務
時
間
の
短

縮
、
始
業
・
終
業
時
刻
の
変
更
等
）、
③
教

育
訓
練
に
係
る
費
用
の
助
成
（
例
え
ば
受
講

料
等
の
金
銭
的
援
助
等
）、
④
業
務
遂
行
の

過
程
外
に
お
け
る
教
育
訓
練
の
実
施
（
例
え

ば
学
会
へ
の
参
加
等
）、
⑤
職
業
能
力
検
定

を
受
け
る
機
会
の
確
保
、
⑥
情
報
の
提
供
、

相
談
機
会
の
確
保
等
の
援
助
（
例
え
ば
業
務

遂
行
に
必
要
な
技
能
・
知
識
の
内
容
・
程
度

な
ど
の
事
項
に
関
す
る
情
報
提
供
、
キ
ャ
リ

ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
に
よ
る
相
談
機
会
の

確
保
）
―
―
の
中
か
ら
一
つ
以
上
、
実
施
す

る
必
要
が
あ
る
。

定
年
後
継
続
雇
用
さ
れ
る
有
期
の
特
例

（
対
象
範
囲
）

　

一
方
、
定
年
後
に
継
続
雇
用
さ
れ
る
高
齢

者
に
つ
い
て
の
特
例
は
、
よ
り
シ
ン
プ
ル
で

あ
る
。
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
規
定
す
る

「
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
」
の
い
ず
れ
か

を
講
じ
る
と
と
も
に
、
事
業
主
が
適
切
な
雇

用
管
理
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
て
認
定
を

受
け
れ
ば
、
同
事
業
主
に
引
き
続
い
て
雇
用

さ
れ
る
期
間
は
、
無
期
転
換
申
込
権
が
発
生

し
な
い
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
同
事
業
主
に

は
、
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
に
規
定
す
る
特

殊
関
係
事
業
主（
い
わ
ゆ
る
グ
ル
ー
プ
会
社
）

も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
事
業
主
自
体
は
異
な

る
こ
と
か
ら
、
計
画
申
請
は
（
グ
ル
ー
プ
会

社
）
そ
れ
ぞ
れ
が
行
う
必
要
が
あ
る
。



スペシャルトピック

Business Labor Trend 2015.5

28

（
適
切
な
雇
用
管
理
措
置
）

　

定
年
後
に
継
続
雇
用
さ
れ
る
有
期
雇
用
労

働
者
の
特
性
に
応
じ
た
雇
用
管
理
措
置
と
し

て
は
、
①
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
第
一
一
条

の
規
定
に
よ
る
高
年
齢
者
雇
用
推
進
者
の
選

任
、
②
職
業
能
力
の
開
発
お
よ
び
向
上
の
た

め
の
教
育
訓
練
の
実
施
等
、
③
作
業
施
設
・

方
法
の
改
善
、
④
健
康
管
理
、
安
全
衛
生
の

配
慮
、
⑤
職
域
の
拡
大
、
⑥
知
識
、
経
験
等

を
活
用
で
き
る
配
置
、処
遇
の
推
進
、⑦
（
高

年
齢
者
の
就
労
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
能

力
、
職
務
等
の
要
素
を
重
視
す
る
）
賃
金
体

系
の
見
直
し
、
⑧
勤
務
時
間
制
度
の
弾
力
化

（
た
と
え
ば
短
時
間
勤
務
、
隔
日
勤
務
、
フ

レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
ワ
ー
ク
シ
ェ
ア
リ
ン

グ
）
―
―
の
中
か
ら
い
ず
れ
か
を
実
施
す
る

必
要
が
あ
る
。

　

な
お
、
作
業
施
設
・
方
法
の
改
善
方
法
と

し
て
は
、
身
体
的
機
能
や
体
力
等
が
低
下
し

た
高
年
齢
者
の
職
業
能
力
の
発
揮
を
可
能
に

す
る
た
め
の
「
作
業
補
助
具
の
導
入
を
含
め

た
機
械
設
備
の
改
善
」「
作
業
の
平
易
化
等
作

業
方
法
の
改
善
」「
照
明
そ
の
他
の
作
業
環
境

の
改
善
」「
福
利
厚
生
施
設
の
導
入
・
改
善
」

が
示
さ
れ
て
い
る
。

紛
争
防
止
の
た
め
書
面
で
の
明
示
を

　

こ
う
し
た
特
例
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、

紛
争
防
止
の
観
点
か
ら
、
事
業
主
は
労
働
契

約
の
締
結
・
更
新
時
に
対
象
と
な
る
有
期
雇

用
労
働
者
に
対
し
て
、
無
期
転
換
申
込
権
が

発
生
し
な
い
期
間
や
特
例
の
対
象
と
な
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
具
体
的
な
範
囲
等
を
、
書
面

で
明
示
す
る
必
要
（
義
務
）
が
あ
る
（
労
働

基
準
法
第
一
五
条
お
よ
び
特
定
有
期
雇
用
労

働
者
に
係
る
労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
五
条

の
特
例
を
定
め
る
省
令
）。
こ
れ
に
伴
い
、

対
象
と
な
る
有
期
雇
用
労
働
者
側
で
も
労
働

条
件
通
知
書
の
内
容
を
確
認
し
、
大
切
に
保

管
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
申
請
書
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、

雇
用
管
理
の
内
容
に
つ
い
て
の
意
見
聴
取
や

周
知
を
行
う
な
ど
、
関
係
す
る
労
働
者
の
理

解
と
協
力
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
就
業
規
則
の
変
更
を
伴
う

場
合
は
、
労
働
基
準
法
第
八
九
条
・
九
〇
条

や
労
働
契
約
法
第
九
条
・
一
〇
条
も
遵
守
す

る
必
要
が
あ
る
。

図　特例適用のケーススタディー
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そ
の
う
え
で
、
こ
う
し
た
特
例
を
め
ぐ
っ

て
は
、
認
定
に
当
た
っ
て
提
出
し
た
計
画
に

記
載
さ
れ
た
事
項
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、

都
道
府
県
労
働
局
長
が
事
業
主
に
対
し
、
報

告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

（
有
期
雇
用
特
別
措
置
法
第
一
一
条
お
よ
び

第
一
三
条
等
）。
そ
の
た
め
、
都
道
府
県
労

働
局
は
特
例
の
対
象
労
働
者
か
ら
求
め
が

あ
っ
た
場
合
等
に
、
計
画
の
実
施
状
況
に
つ

い
て
確
認
を
行
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
さ

ら
に
、
都
道
府
県
労
働
局
長
は
認
定
さ
れ
た

計
画
に
記
載
さ
れ
た
措
置
の
的
確
な
実
施
に

必
要
な
指
導
と
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

（
同
法
第
一
〇
条
お
よ
び
第
一
三
条
等
）。

ま
た
、
認
定
さ
れ
た
計
画
が
不
適
当
な
も
の

と
な
っ
た
場
合
、
都
道
府
県
労
働
局
長
は
そ

の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
（
同
法
第

五
条
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
お
よ
び
第
一

三
条
等
）、
そ
の
場
合
は
通
常
の
無
期
転
換

ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
特
例
に
係
る
計
画
の
認
定
は
、
あ

く
ま
で
事
業
主
の
雇
用
管
理
に
つ
い
て
認
定

す
る
も
の
で
あ
り
、
事
業
主
と
各
有
期
雇
用

労
働
者
の
契
約
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
で

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
有
期
雇

用
労
働
者
が
特
例
の
対
象
者
と
し
て
の
要
件

を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
の
無
期
転
換
申
込

み
の
可
否
な
ど
、
個
別
労
働
紛
争
が
発
生
し

た
場
合
は
通
常
の
場
合
と
同
様
に
、
労
働
契

約
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
労
働
局
の
あ
っ
せ

ん
や
労
働
審
判
、
民
事
訴
訟
に
よ
る
民
事
的

な
解
決
を
図
る
こ
と
に
な
る
。

大
学
等
の
研
究
者
や
教
員
等
の
特
例

（
対
象
範
囲
）

　

一
方
、
大
学
等
（
大
学
お
よ
び
大
学
共
同

利
用
機
関
）
や
研
究
開
発
法
人
の
研
究
者
、

教
員
等
に
係
る
無
期
転
換
ル
ー
ル
の
特
例
は
、

無
期
転
換
申
込
権
が
発
生
す
る
ま
で
の
期
間

（
原
則
五
年
）
を
一
〇
年
に
延
長
す
る
も
の

で
あ
る
。

　

特
例
の
対
象
者
は
、
①
科
学
技
術
（
人
文

科
学
も
含
む
）
に
関
す
る
研
究
者
等
（
技
術

者
や
研
究
開
発
の
補
助
人
材
を
含
む
）
で

あ
っ
て
、
大
学
等
を
設
置
す
る
者
ま
た
は
研

究
開
発
法
人
と
の
間
で
有
期
労
働
契
約
を
締

結
し
た
者
、
②
研
究
開
発
等
（
成
果
の
普
及

や
実
用
化
を
含
む
）
に
係
る
企
画
立
案
、
資

金
の
確
保
並
び
に
知
的
財
産
権
の
取
得
や
活

用
そ
の
他
研
究
開
発
等
に
係
る
運
営
・
管
理

業
務
（
専
門
的
な
知
識
・
能
力
を
必
要
と
す

る
も
の
に
限
る
）
に
従
事
す
る
者
で
、
大
学

等
設
置
者
や
研
究
開
発
法
人
と
の
間
で
有
期

労
働
契
約
を
締
結
し
た
者
、
③
大
学
等
、
研

究
開
発
法
人
お
よ
び
試
験
研
究
機
関
等
以
外

の
者
が
、
大
学
等
や
研
究
開
発
法
人
、
試
験

研
究
機
関
等
と
の
協
定
そ
の
他
の
契
約
に

よ
っ
て
、
こ
れ
ら
と
共
同
し
て
行
う
研
究
開

発
等
の
業
務
に
も
っ
ぱ
ら
従
事
す
る
科
学
技

術
の
研
究
者
等
で
、
当
該
大
学
等
や
研
究
開

発
法
人
、
試
験
研
究
機
関
等
以
外
の
者
と
の

間
で
有
期
労
働
契
約
を
締
結
し
た
者
、
④
共

同
研
究
開
発
等
に
係
る
運
営
管
理
業
務
に
専

ら
従
事
す
る
者
で
、
当
該
共
同
研
究
開
発
等

を
行
う
大
学
等
、
研
究
開
発
法
人
ま
た
は
試

験
研
究
機
関
等
以
外
の
者
と
の
間
で
有
期
労

働
契
約
を
締
結
し
た
者
、
⑤
大
学
の
教
員
等

の
任
期
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
、
任
期
の

定
め
が
あ
る
労
働
契
約
を
締
結
し
た
教
員
等

で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
大
学
等
や
研
究
開
発
法
人

の
教
員
等
、
研
究
者
、
技
術
者
、
リ
サ
ー
チ

ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
な
ど
が
該
当
す
る
。

そ
の
う
え
で
、
教
員
等
に
は
国
立
大
学
法
人
、

公
立
大
学
法
人
お
よ
び
学
校
法
人
が
設
置
す

る
大
学
（
短
期
大
学
含
む
）
の
教
授
、
准
教

授
、
助
教
、
講
師
お
よ
び
助
手
が
含
ま
れ
る
。

ま
た
、
教
員
等
と
し
て
は
大
学
共
同
利
用
機

関
法
人
等
の
職
員
の
う
ち
、
も
っ
ぱ
ら
研
究

や
教
育
に
従
事
す
る
者
も
含
ま
れ
て
お
り
、

教
育
研
究
の
分
野
を
問
わ
ず
、
常
勤
・
非
常

勤
に
か
か
わ
ら
ず
対
象
に
な
る
。

　

な
お
、
労
働
契
約
法
第
二
二
条
の
規
定
に

よ
り
、
地
方
公
務
員
は
そ
も
そ
も
労
働
契
約

法
の
適
用
除
外
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
地
方

公
務
員
の
身
分
を
有
す
る
（
公
立
大
学
法
人

化
さ
れ
て
い
な
い
）
公
立
大
学
の
教
員
等
は
、

特
例
の
対
象
に
含
ま
れ
な
い
。

（
適
用
期
間
の
考
え
方
）

　

こ
う
し
た
特
例
の
対
象
者
に
つ
い
て
は
、

無
期
転
換
申
込
権
が
発
生
す
る
ま
で
の
期
間

が
一
〇
年
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
無
期
転
換

ル
ー
ル
」（
平
成
二
五
年
四
月
一
日
以
後
に
開

始
す
る
〈
更
新
を
含
む
〉
有
期
労
働
契
約
を

対
象
に
、
同
一
使
用
者
と
の
間
で
通
算
五
年

を
超
え
て
繰
り
返
し
更
新
さ
れ
た
場
合
に
、

労
働
者
の
申
込
み
に
基
づ
き
無
期
労
働
契
約

に
転
換
さ
せ
る
）
の
五
年
が
一
〇
年
に
単
純

に
置
き
換
え
ら
れ
る
た
め
、
有
期
労
働
契
約

が
通
算
で
一
一
年
目
に
入
っ
た
更
新
時
点
で

無
期
転
換
申
込
権
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
大
学
の
教
員
等
の
中
に
は
、
学
生

と
し
て
同
大
学
に
在
学
し
て
い
る
間
、
Ｔ
Ａ

（
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
）
や
Ｒ

Ａ
（
リ
サ
ー
チ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
）
等
と
し

て
有
期
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
も
い
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
場
合
は
、
学
生
だ
っ
た
期
間
は
そ

も
そ
も
通
算
契
約
期
間
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ず
、

教
員
等
と
し
て
有
期
雇
用
さ
れ
た
時
点
か
ら
、

更
新
を
含
め
て
一
〇
年
間
は
無
期
転
換
申
込

権
が
発
生
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

�

（
調
査
・
解
析
部
）


